
越谷市下水道事業
運営審議会

第６回

（令和７年１１月１４日）

越谷市 建設部

下水道経営課・下水道事業課



審議内容

① 越谷市下水道事業経営戦略について

経営戦略の素案について１０月１日から３１日まで、パブリックコメントを実施しました。
パブリックコメントの意見内容および意見に対する事務局の考えをご説明いたしますので、内容
のご確認をお願いいたします。

１

② 下水道使用料の見直しについて

前回(８月２６日)の審議会において、一般用途の使用料体系についてご審議いただき、基本使
用料を改定し、従量使用料については据え置くこととし決議いただきました。

本日は公衆浴場用の使用料についてご審議をお願いいたします。

③ 答申について

これまでご審議いただいた内容を踏まえ、事務局で作成した答申書(案)を
お示しいたします。答申内容についてご審議をお願いいたします。

①公共下水道全体計画の変更について ・・・・ 令和７年１月１６日答申
②越谷市下水道事業経営戦略の改定について
③下水道使用料の見直しについて 令和７年１１月２６日答申予定

諮問事項 答申を除き今回が
最後の審議です



越谷市下水道事業経営戦略について
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パブリックコメントの結果

➢ 寄せられた意見数・・・１件

➢ 内容（要約）

「越谷市下水道事業経営戦略（素案）」について、雨水施設については老朽化への対応がメインであり、
新規事業について言及がないようにみえる。

普段より越谷市の雨水対策に不安を抱いており、自宅にいつ水が流れ込んできてもおかしくないと考え
ている。冠水の規模が少なくなるような施策があれば記載願いたい。無い場合は今後策定をお願いしたい。

➢ 回答（説明）・経営戦略への反映箇所

冠水の規模が少なくなるような施策である雨水施設に関する新規事業は、令和７年度中に「雨水管理総合
計画」を策定し、計画的に実施してまいります。

パブリックコメントの際の素案では、雨水事業の取組を明記していなかったことから、意見を踏まえ、
「第３章 将来の事業環境」の「４.施設の見通し(P29～30)」を追記しました。

なお、雨水管理総合計画に係る経費は、パブリックコメントの際の素案でも「第５章 投資・財政計画」
の「４.投資・財政計画の推移(P43～44)」に含み推計しています。



越谷市下水道事業経営戦略について
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反映箇所

パブリックコメント
実施時

修正案



下水道使用料の見直し(公衆浴場用)について
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➢ 越谷市の下水道使用料は「一般用」と「公衆浴場用」の２つの用途に区分しています。
➢ 使用者の使用目的等により使用料を区分する方法で、同じ汚水排出量であっても、区分に

応じて使用料が異なります。

用途別使用料制

一
般
用

公
衆
浴
場
用

個人

事業所 温泉旅館・ホテル

日帰り入浴施設
（公衆浴場）

上記以外の事業所

「その他の公衆浴場」
保養・休養を目的としたもの

「一般公衆浴場」
地域住民の日常生活において

保健衛生上必要なもの

イメージ

スーパー銭湯
健康ランド
サウナ など

ライフラインとしての役割

公衆浴場汚水は、公衆衛生の向上に寄与していること、物価統制令に基づき公衆浴場使用料が
低廉に抑えられていることから、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律に基づき、
下水道使用料を低く抑える配慮が加えられている。



公衆浴場用使用料について

一般公衆浴場入浴料金
(埼玉県)

令和６年４月１日～

小人
(６歳未満)

中人
(６歳以上１２歳未満)

大人
(１２歳以上)

70円200円500円

越谷市の公衆浴場用単価について

【現行】 単 価 ： ４９円/㎥（税別） 対象施設 ： ０件

現行使用料の据え置きが望ましい

参考

公衆浴場用単価については、
➢ 公衆衛生の向上に寄与している。
➢ 物価統制令に基づき公衆浴場使用料が低廉に抑えられている。
➢ 改定した場合においても、現時点で当市の下水道事業の経営に影響がない
➢ 経営戦略の計画期間内においても対象施設はなしとして見込んでいる
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質疑

６



答申について

答申とは

諮問機関が、諮問を受けた事項について意見を具申すること。
行政機関は答申内容を尊重するものとする。

参考
これまでの経緯

年度 日程 回 会議内容等

6
年
度

7月１日(月)
10:00～12：00

第
１
回

＜委嘱・諮問＞
・下水道事業の概要
・越谷市の下水道事業の現状と課題

6
年
度

１０月９日(水)
1３：00～1７：0０

見
学
会

・市内ポンプ場および三郷市終末処理場の見学

6
年
度

１１月１２日(火)
９：３0～1１：３0

第
２
回

・越谷市公共下水道全体計画の見直しについて
・中間答申について

6
年
度

1月１６日(木)
９：０0～

中
間

答
申

＜中間答申＞

7
年
度

４月２２日(火)
１０：０0～1２：０0

第
３
回

･越谷市下水道事業経営戦略の改定について

7
年
度

６月２７日(金)
１０：０0～1２：０0

第
４
回

･越谷市下水道事業経営戦略の改定について
･下水道使用料の見直しについて

7
年
度

８月２６日(火)
１０：３0～1２：０0

第
５
回

･越谷市下水道事業経営戦略の改定について
･下水道使用料の見直しについて

7
年
度

１１月１４日(金)
１５：０0～1７：０0

第
６
回

･越谷市下水道事業経営戦略の改定について
･下水道使用料の見直しについて
・答申について

7
年
度

1１月２６日(水)
１１：０0～

答
申

＜答申＞
７


